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第第１１		 基基本本的的事事項項		

	

１１		 避避難難所所にに関関すするる基基本本的的なな考考ええ方方	

避難所は、原則的に行政（市）、施設管理者(校長等)、避難者（住民）の三者が協力して開
設するものとする。ただし、大規模な災害に際しては、避難者同士がお互いの助け合いや協

働の精神に基づく自主的な避難所運営を目指すものとし、行政や施設の担当者は後方支援的

に協力するものとする。 
 
２２		 避避難難所所のの目目的的とと種種類類	

「指定避難所」とは、宝塚市（以下「市」という。）があらかじめ指定している避難施設で、

災害による家屋の損壊、滅失により避難を必要とする住民を臨時に収容することを目的とす

る。市では、市立の小・中学校及び県立高等学校などの教育施設を中心として選定しており、

４２箇所の避難所を指定している。本マニュアルは主として「指定避難所」（以下「避難所」

という。）の運営マニュアルとする。	

また、公民館、共同利用施設などを高齢者や障がい者、そのほか一定の配慮が必要な災害

時要援護者優先の「予備避難所」として、避難所の開設後、二次的に開設することとしてい

る。 
なお、上記避難所の外、災害発生時の避難所での生活において、特別な配慮を必要とする

要援護者の方を対象にした、２４時間体制の「福祉避難所」を指定している。 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

【【避避難難勧勧告告・・避避難難指指示示（（緊緊急急））】】		

	 災害が発生し又は発生のおそれがある場合、災害対策基本法第 60 条に基づき、市町村

長が住民に対し避難を呼びかけるもの。	

	 ①	 避難勧告	

避難のための立ち退きを勧め又は促すもの。	

	 ②	 避難指示（緊急）	

避難勧告よりも拘束力が強く、安全の確保のため立ち退かせるもの。		

【【警警戒戒区区域域】】		

災害が差し迫っていて、住民をどうしても避難させる必要がある場合、災害対策基本法

第 63 条に基づき、市町村長は危険な地域を「警戒区域」に指定し、住民の立ち入りを禁

止するもの。	

【【留留意意点点】	

・災害時に市は、原則として、開設する各避難所にあらかじめ指定する職員を派遣する。

市職員は、下記の業務にあたる。	

①避難所の開設に関する業務 
②避難所の運営に関する業務 
③宝塚市災害対策本部（以下「市災害対策本部」という。）との連絡及び調整に関する 
業務	

・被災者の男女のニーズの違いに対応するため、市職員は、可能な限り男女とも配置する。	

・派遣された市職員は、学校の校長及び教職員等（以下「校長等）という。）の協力を得

ながら、混乱した避難所の運営をリードすることが要求される。そのため、市職員は、

その役割の意義を十分に認識し、日頃から地域や施設管理者と連絡を取り合い、施設の

設備等を確認するといった備えをしておくことが求められる。（避難所現地確認）	

・災害発生後は、応援、交代要員をさらに確保する必要があり、そのための応援体制、他

市町村や県への応援要請が迅速に行えるよう、市はあらかじめ計画を定めておく。	

・避難所の開設当初から地域の自治会・自主防災組織等が避難所を主体的に運営すること

が、避難者の自立のためにも大切であると考えられる。そこで、リーダーの養成と自治

会、自主防災組織等の活動支援が必要となる。	

・また、ボランティアの支援やその活動との連携を強化する必要がある。	

【【避避難難準準備備・・高高齢齢者者等等避避難難開開始始（（要要援援護護者者避避難難））】】		

	 避難行動に時間を要する者が、避難行動を開始しなければならない段階において、避難

勧告よりも先に発令する情報（避難支援者は支援行動を開始）	
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３３		 避避難難所所ににおおけけるる配配慮慮及及びび機機能能		

（１）	 安全・生活等

（２）	 保健・医療、衛生

（３）	 情報、コミュニティ
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留留意意点点

 

 

 

 

 

４４		 対対象象ととすするる避避難難者者		

（１）	 避難所収容の対象となる者
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留留意意点点

 

（２）	 在宅被災者・車中泊等避難所外で生活する被災者

留留意意点点

（３）	 被災地外に避難する者

留留意意点点

（４）	 帰宅困難者
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留留意意点点

 

 

 

（５）	 災害時要援護者

５５		 関関係係機機関関のの役役割割		
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【【避避難難所所運運営営ににおおけけるる役役割割】】		

避避難難所所運運営営委委員員会会		
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第第２２		 避避難難所所運運営営ににおおけけるる事事前前対対策策		

	

１１		 避避難難所所のの管管理理・・運運営営体体制制のの整整備備		

留留意意点点

（１）	 避難所に配置する職員

【【留留意意点点

 
 

12



 
 

（２）	 避難所の管理・運営・連絡調整

（３）	 避難所における必要書類の作成・保存

（３）	 避難所における必要書類の作成・保存

２２		 避避難難所所ととししててのの施施設設利利用用		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

留留意意点点

避避難難所所のの利利用用ススペペーースス分分類類（（例例））

 

 

校校長長室室、、職職員員室室、、事事務務室室ににつついいててはは、、学学校校教教育育のの早早期期再再開開のの観観点点かからら避避難難者者のの利利

用用ススペペーーススととししててはは使使用用ししなないい。。		
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（１）	 個別利用計画の作成

（２）	 就寝場所のほか、避難所に設けるべきスペース
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留留意意点点

 

 

15
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３３		 避避難難所所運運営営組組織織のの育育成成		

（１）	 避難所運営体制の確立

留留意意点点
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（２）	 ボランティア団体との連携

	

		

第第３３		 避避難難所所のの開開設設		

１１		 市市職職員員のの配配置置とと役役割割		

留留意意点点

留留意意点点
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19



 
 

２２		 施施設設のの解解錠錠・・広広報報

《 》	
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（１）	 開設の判断

	 	

（２）	 安全性の確認

（３）	 避難所施設の解錠
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（４）	 避難所の開設手順

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 		

		 		

		 		

		

		

３３		 避避難難所所のの開開設設準準備備		

【開設準備チェックリスト】	
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23



 
 

		

４４		 避避難難所所開開設設のの広広報報		

		

（１）	 時	 期

（２）	 方	 法

		

５５		 避避難難者者のの受受入入れれ		 	

《 》	
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（１）	 受付名簿

（２）	 避難所内の割当、誘導

 
 

 

 

（３）	 ルール等の周知

	

	

	

	

25



 
 

６６		 市市災災害害対対策策本本部部へへのの報報告告 
（１）	 開設通知

（２）	 避難者、避難所の状況報告
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第第４４		 避避難難所所運運営営委委員員会会のの役役割割 
		

１１		 避避難難所所運運営営会会議議のの開開催催		

 
（１）	 目	 的

（２）	 開催頻度

（３）	 開催場所

（４）	 参加者

２２		 避避難難所所運運営営委委員員会会のの役役割割			

【【展展		 開開		 期期】】

（１）	 各居住組及び各活動班の代表選出

（２）	 各活動班の設置

（３）	 避難所運営会議の開催

展展		 開開		 期期		
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（４）	 避難所内での場所の移動

【【安安		 定定		 期期】】

（１）	 避難所運営会議の開催

（２）	 活動班の再編成

（３）	 避難所内での場所の移動

【【撤撤		 収収		 期期】】

（１）	 避難所運営会議の開催

（２）	 避難所の撤収

（３）	 避難所の統廃合・撤収時の対応

	

 

安安		 定定		 期期		

 

撤撤		 収収		 期期		
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３３		 避避難難所所運運営営のの基基本本方方針針		

 
（１）	 避難所運営の基本方針

（２）	 避難者（地域住民）による避難所運営	

	

29



 
 

（３）	 避難所の運営体制

		

【【避避難難所所運運営営委委員員会会のの例例示示】】		

		

		

 
４４		 避避難難所所ににおおけけるる状状況況想想定定		

（１）	 大規模災害時の避難所の状況想定	

 
 

 
  

 
 
 

    
 

 
 

 
 

避避難難所所運運営営委委員員会会	
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31



 
 

32



 
 

33



 
 

34



 
 

 

35



 
 

第第５５		 居居住住組組、、各各活活動動班班のの役役割割		

		

１１		 居居住住組組のの役役割割		

（１）	 居住組長の選出

（２）	 居住組長の役割

（３）	 副組長、各活動委員の選出・役割

（４）	 当番制の仕事

２２		 各各活活動動班班のの役役割割		

（（例例））		 自自治治会会・・自自主主防防災災組組織織等等活活

動動班班		

	

	

	 避避難難所所運運営営委委員員会会		 活活

動動班班		

総務班	 総務班	

情報班	 情報広報班	

消火班	 物資・施設管理班	

救出救護班	 衛生班	

要援護者班	 救護・要援護者班	

避難誘導班	 被災者管理班	

給食給水班	 食料・炊出し班	

	 ボランティア班	

（あるいは何でも相談窓口）	
	
外部からのボランティアや避難者からの新規選出

により編成（総務班内に編成も可）	 	
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（１）	 総務班の役割

（２）	 情報広報班の役割
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（３）	 物資・施設管理班の役割	

38



 
 

		

宝塚市避難所災害時の応急対策業務	

（４）	 衛生班の役割	

39



 
 

40



 
 

【用途別の水道用水の使い方の例】	

（５）	 救護・要援護者班の役割

41



 
 

（６）	 被災者管理班の役割

42



 
 

（７）	 食料・炊出し班の役割

（８）	 ボランティア班の役割
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第第６６		 様様式式		資資料料		 図図面面		 集集		

          

47

49

50

51 7-7-1

52 7-7-2

53 7-7-3

54

55 7-7-6

56

57

58

59

60

61 

62                                                   

63    7-7-4           

64                                              

65                       

66                                 

67                                   

68                        

69                  

70                  

71                         

72                            

73                          

76                                      

82                 

84

                     

85                                             

86                       

87                                               

45



 
 

             

88                                     

89                             

90                                   

91                

                               

7-7-1
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【様様式式１１：：建建物物被被災災状状況況チチェェッッククシシーートト】

 
 

47



 
 

【様式２  ：  末広小学校避難所の開放スペース】

48



 
 

 

様式２	 末広小学校	 避難所の開放スペース	  分	 類 部	 屋	 名	   	

◎第一次避難スペース    

・福祉避難所    

・第二次避難スペース    

避	

難	

所	

運	

営	

用 

◎受付所    

○事務室    

・運営本部室    

◎広報場所    

・会議場所    

・仮眠所（避難所運営者用）    

救	

護	

活	

動	

用 

◎救護所    

・物資等の保管場所（夜問管理等）    

・物資等の配布場所    

・特設公衆電話の設置場所      

・相談所    

避	

難	

生	

活	

用	

 

◎更衣室（兼授乳場所）  
   

・育児室    

・休憩所    

・調理場（電気調理器具用）    

・遊戯場、勉強場所    

屋	

	

	

外 

・仮設トイレ      

・ゴミ集積場    

・喫煙場所    

・物資等の荷下場・配布場所    

・炊事	 炊き出し場    

・仮設人浴場    

・洗濯・物干場    

・同行避難	 ペットの置き場	    

・駐輪・駐車場	 （原則として自家用車の

乗入れは認めない。）   
 

《利用しない部屋・教室》	

「１階」校長室、職員室、事務室、放送室、給食室、配膳室、準備室「２階」更衣室,PTA室、配膳室、準備室	 	

「３階」PC教室、教材室、配膳室、準備室、理科室「４階」配膳室	

	

応急遺体安置所（原則として避難所には遺体を安置しないが、被災の状況によりやむを得ない場合は、避難スペースから隔離した位置

に確保する。）	

※◎Ｏ印の付いたスペースは避難所開設当初から設けるようにする。	

（施設配置図面等に上記の内容を図示する。）	
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【【様様式式３３－－２２：：避避難難者者カカーードド（（７７－－７７－－ ））】】

51



 
 

【【様様式式３３－－３３ ：：避避難難者者名名簿簿（（避避難難所所入入所所記記録録簿簿		 市市民民用用））（（７７－－７７－－２２））】】
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【【様様式式３３－－４４：：避避難難者者名名簿簿（（避避難難所所収収容容記記録録簿簿		 市市民民以以外外用用））（（７７－－７７－－３３））】】
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【【様様式式４４－－１１：：避避難難所所状状況況報報告告書書】】		 		  
  

  

 

避難所名    
災害対策本部報告先 

    

開設日時   月  日      時  分  
ＦＡＸ     

 
電話     

避難種別 勧告 ・ 指示 ・ 自主避難     

 
          

  

避難日時     月    日     時   分 報告者名   

  避難所 

受信手段 

  ＦＡＸ番号                 ・ 電話番号                        

   ・伝令        ・その他（                                 ） 

避難人数  約       人 避難世帯数 約     世帯 

周
辺
�
状
況 

建物安全確認  未実施 ・ 安全 ・ 要注意 ・ 危険   

人命救助  不要 ・ 必要 （約     人） ・ 不明 

延焼  なし ・ 延焼中（約     件） ・ 大火の危険 

土砂崩れ  未発見 ・ あり ・ 警戒中 

ライフライン  断水 ・ 停電 ・ ガス停止 ・ 電話不通 

道路状況  通行可 ・ 渋滞 ・ 片道通行 ・ 通行不可 

建物倒壊  ほとんどなし ・ あり（約      件） ・ 不明 

緊急を要する事項（具体的に箇条書き） 
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【【様様式式４４－－２２：：避避難難所所日日誌誌のの書書式式（（７７－－７７－－６６））】】
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【【様様式式５５：：避避難難所所記記録録用用紙紙】】 
  

  

 

記載者名   
  

記載日時     月   日       時   分 
  

避難人数   約        人 （午後    時現在） 
  

避難世帯数   約       世帯 （午後    時現在） 
  

連
絡
事
項 

 総務班   

 情報広報班   

 物資・施設管理班   

 衛生班   

 救護・要援護者班   

 被災者管理班   

 食料・炊出し班   

 ボランティア班   

対処すべき事項、予見される事項等 
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【【様様式式６６：：避避難難者者預預かかりり物物リリスストト】】 
  

  

      
№ 

 

      
避難所名   

        
  受付月日 品 目 数量 居住組 氏 名 引渡月日 受取者 

1   月  日     
      

組 
    月  日   

2   月  日     
      

組 
    月  日   

3   月  日     
      

組 
    月  日   

4   月  日     
      

組 
    月  日   

5   月  日     
      

組 
    月  日   

6   月  日     
      

組 
    月  日   

7   月  日     
      

組 
    月  日   

8   月  日     
      

組 
    月  日   

9   月  日     
      

組 
    月  日   

10   月  日     
      

組 
    月  日   

11   月  日     
      

組 
    月  日   

12   月  日     
      

組 
    月  日   

13   月  日     
      

組 
    月  日   

14   月  日     
      

組 
    月  日   

15   月  日     
      

組 
    月  日   
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【【様様式式７７：：外外泊泊届届用用紙紙】】 
 

  

 
ふりがな    

氏 名   

外泊期間 

月   日 ～   月   日（計    日間） 

月   日 ～   月   日（計    日間） 

月   日 ～   月   日（計    日間） 

月   日 ～   月   日（計    日間） 

月   日 ～   月   日（計    日間） 

月   日 ～   月   日（計    日間） 

同行者 

    

    

    

緊急の場合の連絡先 
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【【様様式式８８：：取取材材者者用用受受付付用用紙紙】】 
 

  

   

  

代
表
者 

 
 

  

 

同
行
者 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

59



 
 

【【様様式式９９：：郵郵便便物物等等受受取取りり帳帳】】 
 

  

     
№ 

 

     
避難所名   

       
  受付月日 宛名 居住組 郵便物等の種類 受取月日 受取人 

1   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

2   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

3   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

4   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

5   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

6   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

7   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

8   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

9   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

10   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

11   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

12   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

13   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

14   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 

15   月  日   
      

組 

葉書・封書・小包 
  月  日   

その他（        ） 
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【【様様式式１１００：：食食料料依依頼頼伝伝票票】】 
 

  

避

難

所 

 
 

 

 

 
 

FAX 

依
頼
数 

 

 

 

 

災
害
対
策
本
部 

 

 

 

配
送
数 

 

 

 

 

 

 

61



 
 

【【様様式式１１１１：：物物資資依依頼頼伝伝票票】】 

  

FAX  
FAX  

 

③ 

出荷日時          月   日     時  分 
 

④ 

配達者名 
 避難所  

受領   

サイン 

  

  

  

  

  

電話 
 

FAX 
 

配達日時          月   日     時  分 
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【【様様式式１１２２：：物物品品のの受受けけ払払いい簿簿のの書書式式（（７７－－７７－－４４））】】
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【【様様式式１１３３：：食食料料・・物物資資要要望望票票】】 
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様様式式１１５５		 避避難難所所ペペッットト登登録録台台帳帳のの参参考考例例		

		

（（例例））個個別別記記入入票票		

（犬用）整理番号	 	 入所日	 	 退所日	 	

	 	 飼い主持ち込み	 	 	 保護	 	 	 傷病	 	 	 その他	

氏名	 	 連絡先	 	

住所	 	

呼び名	 	
鑑札番

号	
	

注射済票番

号	
	

種類	 	 性別	 オス	 	 メス	 	 避妊・去勢済	

体格	
大	 中	 小	 （体

重	 	 	 ）	
毛色	 	 年齢	 	

予防注射

歴	
	 首輪	 あり（色：	 	 	 	 	 	 	 ）なし	

病歴	 	

性格	

特徴	

	

マイクロチップ番号（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	

	

（猫用）整理番号	 	 入所日	 	 退所日	 	

	 	 飼い主持ち込み	 	 	 保護	 	 	 傷病	 	 	 その他	

氏名	 	 連絡先	 	

住所	 	

呼び名	 	

種類	 	 性別	 オス	 	 メス	 	 避妊・去勢済	

体格	
大	 中	 小	 （体

重	 	 	 ）	
毛色	 	 年齢	 	

予防注射

歴	
	 首輪	 あり（色：	 	 	 	 	 	 	 ）なし	

病歴	 	

性格	

特徴	

	

マイクロチップ番号（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	
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【【資資料料２２－－１１		 文文例例集集		 呼呼びびかかけけ文文例例①①】】 
 

 

 
May I have your attention please? This is XXX area Evacuation Center.  
Once we can confirm the safety of the facility you will be allowed to enter. For now, please wait 
calmly here. Thank you for your patience. 
 

[ ]  
The only information we have at the moment is that [there was an earthquake]. 
 

 
The earthquake of the intensity 6 upper that made the central part of Hyogo Prefecture a 
hypocenter occurred.  

 
 

 
We are now collecting and confirming information on the damage to the area. We are working 
with the Takarazuka City Headquarters for disaster control and other related organizations to 
devise an action plan, so we appreciate your patience.  
 
 

 
If you are able to assist with preparations to open the facility, please come over here.  
 

( ) 
( )

 
If you are injured or feel sick, please come to XXX, where medical care is available. 

 
 

Thank you for your attention. This is XXX area Evacuation Center.  
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【【資資料料２２－－２２		 文文例例集集		 呼呼びびかかけけ文文例例②②】】 
	

 
This is XXX area Evacuation Center.  
 
 

 
The safety of the facility has been confirmed and it will soon be ready to open.  
 
   

 
This facility has enough space for everyone, so please be patient and come over by family in the 
following order. Before entering the facility, please write your name and address at the 
reception desk and read the rules to stay in the facility.  
 
 

 
Disabled people, elderly people, babies and infants will be allowed to enter first, but we will 
make sure that everyone will safely enter the facility.  
 
 

 
First, those who are physically disabled, those who need nursing care, those who are injured or 
feel sick and the family of these people, please come over to the reception. 
 
 

 
Next, the families with elderly people or preschool children please come up to the reception. 
 
Next, people from XXX area, please come to the reception. 
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【【資資料料２２－－３３		 文文例例集集		 呼呼びびかかけけ文文例例③③		 施施設設利利用用ルルーールル例例】】 
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【【資資料料２２－－４４		 文文例例集集		 呼呼びびかかけけ文文例例③③		 施施設設利利用用ルルーールル例例（（英英語語））】】 

The Rules of the XXX Evacuation Center  

Please observe the following rules while staying at the center. 
1. This center serves as the disaster prevention base in this area. 
2. In order to make necessary decisions at the evacuation center, the Evacuation Center Steering 

Committee (herein after referred as the Committee) is set up. The Committee is comprised of the 
local disaster leaders, managers of the facility, and representatives of the evacuees.  

  The Committee will hold regular meetings at TTam and TTpm everyday. 
The Committee has a chairperson, vice chairperson, and teams for general affairs, information 

and public relations, material and facility management, sanitation, rescue, evacuee management, 
cooking and food etc.  

3. This evacuation center will close when essential services, such as electricity and water are restored 
to the area.  

4. All the evacuees will be registered by family. 
When leaving the center, we need to know where to contact you. So please tell your group leader 

where you are going and they will tell the evacuees management team. 
Pet animals are not allowed to stay indoors. There is a designated place for them.   

5. You are not allowed to stay in the rooms that are used for the common interests of all the evacuees, 
such as the principal’s office, teachers’ room, school nurse’s office, cooking room, broadcasting room 
etc. 

 Please observe the instructions and signs, including “No Entry” or “Do not Use”. 
The rooms used for daily life will be changed as the number of evacuees decrease. 

6. As a general rule, food and other materials will not be distributed until we have enough for 
everyone. 

Foods and other materials will be distributed by group. 
In special cases when decided by the committee, some extra foods or materials may be 

distributed.  
Foods and materials will also be delivered to those who are the residents of this area but who are 

not taking refuge at the center. 
Special requests for powdered milk and diapers will be handled in room XXX. 

7. Lights will be turned off at TT pm. 
Lights in the corridors will remain on and the gymnasium lights will be dimmed. 
For security, lights in the teachers’ room and other rooms used for the management of the center 
will remain on. 

8. Announcements will end at TT pm. 
9. Phone calls can be received from TT am till TT pm. There is no outgoing service. 

There will be no paging service. Messages will be posted on the bulletin board etc.  
Public telephones are for emergency only. 

10. The lavatories must be cleaned at TT am, TT pm and TT pm everyday by evacuees, please be 
sure to take your turn. 

The cleaning time will be announced. 
At the flush lavatories, please flush out excrements only with a bucket of water. 

11. Smoking outside the designated smoking area is prohibited. Open flames are also prohibited.  
12. Drinking alcohol without permission is prohibited 
 
PPlleeaassee  bbee  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  
eevvaaccuuaattiioonn  cceenntteerr  bbyy  mmaakkiinngg  ssuurree  yyoouu  ttaakkee  yyoouurr  ttuurrnnss  aanndd  ccoommpplleettee  yyoouurr  
dduuttiieess..  TThhaannkk  yyoouu..    
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【資資料料３３		 災災害害時時要要援援護護者者へへのの配配慮慮】】		

		

災災害害時時ににおおけけるる災災害害時時要要援援護護者者へへのの対対応応	
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要要援援護護者者にに応応じじたた対対応応		
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                   【このマニュアルに対するお問い合わせ先】 

                       まちづくり協議会コミュニティ末広 

                       〒665－００３１  

宝塚市末広町３－１ 末広小学校内 

E-mail suehiro_comyu@yahoo.co.jp 




